
埼玉県内の老朽化の現状報告 

平成２７年３月１８日 

関東地方整備局 大宮国道事務所 

道路構造保全官 山田 寧 

平成２７年３月１８日 

社会資本メンテナンス講演会 



１．直轄国道の老朽化の現状 
 

２．埼玉県内の道路施設の概要 
 

３．直轄国道及び埼玉県の管理と現状 
 

４．直轄国道の道路施設の現状 
 

５．地方公共団体等の現状と支援の背景 
 

６．埼玉県道路メンテナンス会議 
 

７．今後の取り組み 

目次 

1 



 関東地方整備局が管理する道路橋2,780箇所のうち、全体の34％にあたる約940
箇所が一般に高度経済成長期と言われる1955年から1973年にかけて建設されてい
ます。今後これらの橋梁の高齢化が一層進展していくことから、多額の修繕・架替え
費用が集中的に必要となることが懸念されます。 

橋梁箇所数
累積 

橋長15m以上 

橋長15m未満 

凡 例 

建設年度別の橋梁箇所数の分布 
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(平成25年4月1日時点） 

  建設後50年以上の橋梁 
  建設後50年未満の橋梁 

建設後50年以上の橋梁箇所数の増加 

【現在】
(2013年度) 【20年後】(2033年度) 【10年後】(2023年度) 

建設後の経過年数内訳 

※橋長2ｍ以上対象 
 (平成25年4月1日現在) 

１ 直轄国道の老朽化の現状（関東地方整備局が管理する橋梁の建設後経過年数） 
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建設後の経過年数内訳 
※橋長2ｍ以上対象 
（平成27年1月現在） 

  建設後50年以上の橋梁 
  建設後50年未満の橋梁 

【現在】
(2015年度) 

【20年後】 
(2035年度) 

【10年後】 
(2025年度) 

建設後50年以上の橋梁箇所数の推移 

10年未満

2%
10～19年

7%
20～29年

11%

30～39年

12%

40～49年

13%50年以上

9%

不明

46%

全橋梁
約20,100

橋

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

橋梁数 
建設後５０年 

１０年後建設後５０年 

２０年後建設後５０年 

（橋） 

２ 埼玉県内道路施設の概要（１）        ≪道路橋≫ 

○埼玉県内の橋梁は、約２０，１００橋 
○全体の約３割にあたる約３，４００橋が高度経済成長期に建設（建設年次不明橋梁を除く） 

○建設後50年以上経過した割合が20年後には約3割強まで増加（建設年次不明橋梁を除く） 

※橋長2ｍ以上対象 建設年度不明の施設数除く 
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【２０年後】 
（２０３５年度） 

  建設後50年以上のトンネル 
  建設後50年未満のトンネル 

建設後50年以上の橋梁箇所数の推移 

建設後の経過年数内訳 
（平成27年1月現在） 
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２ 埼玉県内道路施設の概要（２）     ≪道路トンネル≫ 

○埼玉県内の道路トンネルは、約８０本 
○現時点で建設後５０年以上経過した施設の割合は全体の約１割強 
○２０年後に建設後50年以上経過した施設の割合が全体の約3割まで増加 

※建設年度不明の施設数除く 
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【２０年後】 
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建設後50年以上の橋梁箇所数の推移 

シェッド 

建設後の経過年数内訳 
（平成27年1月現在） 
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２ 埼玉県内道路施設の概要（３）       ≪シェッド≫ 

○埼玉県内のシェッドは、約20基 
○現時点で建設後５０年以上経過した施設の割合はない 
○２０年後に建設後50年以上経過した割合が全体の約２割強まで増加 

※建設年度不明の施設数除く 

  建設後50年以上のトンネル 
  建設後50年未満のトンネル 
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大型カルバート 

建設後の経過年数内訳 
（平成27年1月現在） 

建設後50年以上の橋梁箇所数の推移 
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２ 埼玉県内道路施設の概要（４）    ≪大型カルバート≫ 

  建設後50年以上のトンネル 
  建設後50年未満のトンネル 

※建設年度不明の施設数除く 

○埼玉県内の大型カルバートは、約１６０基 
○現時点で建設後５０年以上経過した施設の割合はない 
○２０年後に建設後50年以上経過した割合が全体の約3割まで増加 
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  建設後50年以上の横断歩道 
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建設後50年以上の橋梁箇所数の推移 
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２ 埼玉県内道路施設の概要（５）      ≪横断歩道橋≫ 

※建設年度不明の施設数除く 

○埼玉県内の横断歩道橋は、約８００橋 
○現時点で建設後５０年以上経過した施設の割合２％ 
○２０年後に建設後50年以上経過した割合が全体の約7割まで増加 
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建設後の経過年数内訳 
（平成27年1月現在） 

  建設後50年以上の門型標識 
  建設後50年未満の門型標識 

建設後50年以上の橋梁箇所数の推移 
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２ 埼玉県内道路施設の概要（６）       ≪門型標識≫ 

○埼玉県内の門型標識は、約６２０基 
○現時点で建設後５０年以上経過した施設の割合はない 
○２０年後に建設後50年以上経過した割合が全体の約１割まで増加 

※建設年度不明の施設数除く 8 



国道  ６号   ２２．８ｋｍ 
国道 １４号    ８．９ｋｍ 
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国道１２６号   ２４．２ｋｍ 
国道１２７号   ５５．２ｋｍ 
国道３５７号   ２８．９ｋｍ 
国道４０９号    ３．９ｋｍ 
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凡例 

      高速道路 

      首都高速 

      一般国道（直轄） 

      事業化区間 

      未事業化区間 

橋 梁                                         ２４７橋        
 
トンネル                                      ０本 
 
シェッド                                ０基 
 
大型カルバート                               ７基 
 
横断歩道橋                                   ２２０橋 
 
門型標識                             ５７基 

管理延長 

施設管理数 

（Ｈ２６．４．１現在） 

 国道４号              ４１．３ｋｍ 

 国道４号バイパス        ２４．３ｋｍ 

 国道１６号                 ５６．５ｋｍ 

 国道１７号                     ７８．６ｋｍ 

 国道１７号バイパス                 ６０．９ｋｍ 

 合 計                    ２６１．６ｋｍ 

３ 直轄国道（大宮国道事務所・北首都国道事務所） 

        及び埼玉県（県土整備部）の管理と現状 

● 直轄国道管理の主な道路施設 

（１）管理延長（H26.4.1現在）             292.2km 

  ・大宮国道  管理延長            261.6km 

  ・北首都国道 管理延長          30.6km 

 
（２）主な道路施設（H27.1.13現在） 
  橋 梁                                              355橋 
  道路トンネル                   0本 
  大型カルバート                                  20基 
  シェッド                       0基 
  横断歩道橋                                        278橋 
  門型標識                                 83基   

● 県土整備部管理の主な道路施設 

（１）管理延長（H26.4.1現在）              2,793km 

                                        （ 332 路線 ） 

 
（２）主な道路施設（H27.1.13現在） 
  橋 梁                                             2,845橋 
  道路トンネル                   44本 
  大型カルバート                                  30基 
  シェッド                     16基 
    横断歩道橋                                        338橋 
  門型標識                                 50基   

9 
※橋梁は、側道橋等を含む 



４ 直轄国道の道路施設の現状について（１） 

○直轄国道では、パトロール車による通常巡回での点検と、定期点検（５年に１回の 
 頻度、供用後初回点検は２年以内）により、橋梁等の健全性を確認している。 
○直轄国道では、平成２６年度８１橋の定期点検を実施しており、点検結果に基づ 
 き橋梁補修を実施していくこととしている。 

●橋梁等の点検作業 

（点検車による定期点検） 

（パトロール車による巡回） （高所作業車による定期点検） 

（近接目視による健全性の確認） 

10 



補修前 

補修後 

補修前 

補修後 

支承の交換 

支承の損傷 

４ 直轄国道の道路施設の現状について（２） 

●補修、修繕の取り組み 

○橋梁補修は、点検結果に基づき実施（平成２６年度は１２橋で実施済み） 
○耐震補強対策は、直轄国道管内区間内の橋梁の約３０％が完了 
○引き続き、要対策橋梁の優先順位を定めて、対策実施に向け推進中 

床版のひびわれ 

繊維シートによる補修 

11 



４ 直轄国道の道路施設の現状について（３） 

主桁 

●損傷事例（１） 

○国道17号の水路を跨ぐ橋梁 
 ・コンクリートの中性化による主桁コンクリートのはく離及び鉄筋露出 
 ・補修実施済み 
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４ 直轄国道の道路施設の現状について（４） 

●損傷事例（２） 

○国道４号の河川を跨ぐ橋梁 
 ・鉄筋の被り不足による床版コンクリートのはく離及び鉄筋露出 
 ・補修実施済み 
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全国の道路種別別橋梁数 土木技術者数 

（参考） 埼玉県の道路種別比率 

約20,100橋 

５ 地方公共団体等の現状と支援の背景（１） 

H27.1現在 
埼玉県道路メンテナンス会議集計 

14 



5 地方公共団体等の現状と支援の背景（２） 
   （H26.4 社会資本整備審議会道路分科会提言） 

15 



 

関係機関の連携による検討体制を整え、課題の状況を継続的に把握・共有し、効果 

的な老朽化対策の推進を図ることを目的に、全都道府県で「道路メンテナンス会議」 

を設置 

「道路メンテナンス会議」による地方公共団体の取組みに対する支援」 

・地方整備局（直轄事務所） 
・地方公共団体 
・高速道路会社 
・道路公社 
 他 

１．研修・基準類の説明会等の調整 
２．点検・修繕において、優先順位等の考え方に該
当する路線の選定・確認 

３．点検・措置状況の集約・評価・公表 
４．点検業務の発注状況支援（地域一括発注等） 
５．技術的な相談対応           等 

 体 制   役 割  

5 地方公共団体等の現状と支援の背景（３） 

地方公共団体の三つの課題（人不足、技術力不足、予算不足）に対して、国が各
都道府県と連携して、支援方策を検討すると共に、それらを活用・調整するた
め、「道路メンテナンス会議」を設置 

16 



（１）設 置   ：  平成26年5月2８日（第１回） 
（２）構 成 ：  県内の全道路管理者（高速道路会社（NEXCO東日本（株）、首都 
          高速道路（株）、 国、県、政令市、道路公社、６２市町村） 
（３）会   長 ：  大宮国道事務所長 
（４）会議開催経緯 ： 第２回 平成26年10月９日 
              第３回 平成2７年1月１３日 

５ 埼玉県道路メンテナンス会議（１）       ≪概要≫ 

●埼玉県道路メンテナンス会議の概要 

【設立の目的】 
 道路法第28条の２の規定に基づき設置するもので、埼玉県の道路管理を効率的に行うため、 
 各道路管理者が相互に連絡調整を行うことにより、円滑な道路管理の促進を図ることを目的 
 とする。                     （埼玉県道路メンテナンス会議規約より抜粋） 

Ｈ２６．５．２９ 埼玉建設新聞 会議開催状況 17 



6 埼玉県道路メンテナンス会議（２）     ≪組織体系≫ 

埼玉県道路メンテナンス会議 

【会長】 

 国土交通省大宮国道事務所長 

【事務局】 

 国土交通省大宮国道事務所、埼玉県、さいたま市、東日本高速道路株式会社、 

 首都高速道路株式会社 

【目 的】 

 埼玉県内の道路管理を効率的に行うため、各道路管理者が相互に連絡調整を 

 行う事により円滑な道路管理の促進を図る。       

 

埼玉県道路メンテナンス会議 幹事会 

 

Ｈ２６．５．２８設置 

Ｈ２６．９．５設置 

 
■跨線橋部会（仮称）  

【部会長】実務者レベルでの調整を図る予定であるため、  

     部会長は設けない。     

【事務局】 

 国土交通省大宮国道事務所、埼玉県、さいたま市、 

 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社 

【目 的】 

 鉄道を跨ぐ道路橋の管理者及び鉄道事業者が相互に意見 

 交換及び情報共有を図り、円滑な協議・調整を構築して 

 道路施設等を適切に維持管理すること。       

 

Ｈ２７年度内設置予定 

  埼玉県跨高速道路橋維持管理連絡協議会     

      （※OV連絡協議会） 

 

【事務局】 

 東日本高速道路株式会社 

 首都高速道路株式会社 

【目 的】 

 高速道路跨道橋の点検、補修及び耐震補強等 

 の実施において、跨道橋管理者と高速道路会 

 社の間において情報共有を図り、必要な事項 

 に関する協議・調整を行う。       

 

Ｈ２５．１２．１９設置 

 
■跨道橋連絡部会      

（※既存のOV連絡協議会の機能も移行） 

【部会長】国土交通省大宮国道事務所長 

【組 織】埼玉県内の（緊急輸送）道路管理者及び跨道橋管理者（道路法 

     以外の施設管理者含む） 

【事務局】 

 国土交通省大宮国道事務所、東日本高速道路株式会社、 

 首都高速道路株式会社 

【協議事項】 

 跨道橋の維持管理に係る意見調整 

 跨道橋の維持管理状況の把握・調整 

 その他必要な事項       
 

 Ｈ２７．３．２０設置予定 

18 



6 埼玉県道路メンテナンス会議（３） 
  ≪老朽化に関するパネル展示の取り組み≫ 

○県内各所で道路の老朽化に関するパネル展示を６ヶ所で実施 
 ①道の駅おかべ    ： 平成２６年８月４日～８月２４日 
 ②道の駅庄和     ： 平成２６年９月１２日～９月２８日 
 ③さいたま市役所   ： 平成２６年１１月４日～１１月１１日 
 ④埼玉県庁      ： 平成２６年１１月２５日～１２月５日 
 ⑤さいたま市市民   ： 平成２６年１２月８日～１２月１９日 
  活動サポートセンター 
 ⑥道の駅       ： 平成２７年１月１７日～２月１日 
  川口・あんぎょう 

■パネル展示初日道の駅おかべでは、地元深谷市小島進市長も訪れ、真田会長が小島市長に 
 パネル内容の説明を行いました。 

Ｈ２６．８．４ テレビ埼玉 

（深谷市長） 
 
新しい道路の要望はあるが、
なかなか老朽化に対しての市
民の関心は低い。 
なんとか市民また住民の方に
関心を持って頂けるような手
段を考えたいと思っておりま
す。 
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6 埼玉県道路メンテナンス会議（４）      
  ≪市町村職員を対象とした技術講習会の取り組み≫ 

 ①第1回技術講習会 ： 平成２６年１１月７日 
         場所 ： （午前）座  学：越谷市総合体育館会議室 
              （午後）現場実習：市道40997号 東橋 
       出席状況   ： ３２自治体 ５１名出席 
  

■第1回技術講習会の現場実習には、地元越谷市高橋努市長も視察に訪れました。 

Ｈ２６．１１．７ テレビ埼玉 

（越谷市長） 
 
安全を確保するためには、こ
のような点検も当然無くては
ならないことですが、いっぺん
には出来ないため、計画的に
やって行かざるを得ず、危険
度の高いものから（点検を）
やって行くことになるでしょう。 
 

○技術講習会 
 橋梁の基礎知識や点検時の注意事項などの学習や近接目視や打音検査等を模擬点検などを現場 
 で体験 

第1回技術講習会状況 
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 ②第2回技術講習会   ： 平成２６年１１月２８日 
         場所   ： （午前）座  学：さいたま新都心合同庁舎  
              （午後）現場実習：国道17号宮原高架橋 
       出席状況 ： ２１自治体 ３２名出席  

第1回技術講習会現場実習状況 

6 埼玉県道路メンテナンス会議（５）      
  ≪市町村職員を対象とした技術講習会の取り組み≫ 
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７ 今後の取り組み 

●今後の取り組み 

（１）鉄道及び高速道路を跨ぐ橋梁の定期点検については、部会を活用 
   しながら、鉄道事業者や高速道路会社と協議を進め、確実に定期 
   点検が実施出来るよう調整 
 
（２）市町村の人的・財政的な負担軽減のため、定期点検の一括発注が 
   出来る体制の構築 
 
（３）市町村職員の専門的な技術力向上のため、講習会や現地見学会な 
   どの開催を企画 
 
（４）道路施設には、「舗装」「のり面」「擁壁」「標識」などもある 
   ことから、これらの点検・補修も実施 
 
（５）点検に要する予算や時間の負担を軽減する観点から、「点検の新 
   技術」提供 

22 



今後とも老朽化対策へのご理解・ご協力
をお願い致します。 

ご静聴ありがとうございました。 


